
先進医療の施設基準の見直し等について（補足）   

先進医療の施設基準の見直し等については、昨年10月に高度先進医療を先進医療に  

統合し、従来の高度先進医療を、届出により全ての保険医療機関において実施できる  

こととしたため、各技術の安全性が担保できる施設基準を新たに設定する必要がある  

こと、また、医療技術の進歩等を踏まえ、医療現場の実状に合わせて従来の施設基準  

を適正化することが必要であることなどの理由から、第18回会議（本年5月10日）か  

ら本会議にかけて行ってきているところである。   

既承認の技術について、本会議をもって見直しの議論がひととおりなされることか  

ら、今般、これまでの議論を別添の整理票にとりまとめるとともに、議論の経緯を踏  

まえて再度の検討が必要な点について整理した。  

留意事項  

1 全体   

○ 今回の見直しについては、各位実施医療機関の体制の整備等に要する時間と、   

見直しに要する事務手績等の便宜を考慮し、全ての技術について、平成20年4   

月から一律に適用する。  

2 他診療科の医師数   

O 「耳鼻咽喉科において他覚的聴覚検査（診療報酬の算定方法D236の3脳幹反   

応聴力検査又はD247の5耳音響放射検査）について200例以上の症例を実施  

している医師」は、脳幹反応聴力検査と耳音響放射検査のうちいずれかについて   

200例以上の症例を経験している医師とする。（技術50）  

3 当直体制   

O 「外科系当直医師」は、専ら外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外   

科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚泌尿器科、こう門科、産婦人科、   

眼科、耳鼻いんこう科又は気管食道科に従事する医師とする。（技術9、18、52）  

4 他の医療機関との連携体制   

O 「当該療養の実施後に化学療法その他悪性腫癌に係る治療を行う体制」とは、   

悪性腫癌に係る治療として化学療法、放射線療法等を行い得る体制である。  

また、当該先進医療を実施する保険医療機関において、当該腫癌に係る治療を   

実施するに当たり先に述べた体制を有している場合は、当該施設基準に係る連携   

体制を要しない。（技術61、68、限3）  
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5 保守管理体制   

O 「医療機器の保守管理を行う体制」とは、医療法施行規則（昭和23年厚生省  

令第50号）第1条第2項第3号ハに規定する「医療機器の保守点検に関する計  

画の策定及び保守点検の適切な実施」を満たす体制とする。  

6 医療安全管理委員会   

O 「医療安全管理委員会」とは、医療法施行規則第1条の11第1項第2号に規   

定する「医療に係る安全管理のための委員会」とする。  
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現 案  別紙新規技術様式第11号  

先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの  

先進医療名及び適応症：   

Ⅰ．実施責任医師の要件   

診療科   要（  ）・不要   

資格   要（  ）・不要   

当該診療科の経験年数   要（ ）年以上・不要   

当該技術の経験年数   要（ ）年以上・不要   

当該技術め経験症例数注1）   実施者［術者］として （ ）例以上・不要  

［それに加え、助手又は術者として （）例以上・不要］   

その他（上記以外の要件）  

Ⅱ．医療機関の要件   

実施診療科の医師数 注2）   要・不要  

具体的内容：   

他診療科の医師数 注2）   要・不要  

具体的内容：   

看護配置   要（ 対1看護以上）・不要   

その他医療従事者の配置  要（  ）・不要   

（薬剤師、臨床工学技士等）  

病床数   要（  床以上）・不要   

診療科   要（  ）・不要   

当直体制   要（  ）・不要   

緊急手術の実施体制   要・不要   

院内検査（24時間実施体制）   要・不要   

他の医療機関との連携体制   要・不要   

（患者容態急変時等）   連携の具体的内容：   

医療機器の保守管理体制   要・不要   

倫理委員会による審査体制   要・不要  

審査開催の条件：   

医療安全管理委員会の設置   要・不要   

医療機関としての当該技術の実施症例数   要（  症例以上）・不要   

その他（上記以外の要件、例；遺伝カウン   

セルク～の実施体制が必要等）  

Ⅲ・その他の要件   

頻回の実績革告   要（ 症例まで又は  月間は、毎月報告）・不要   

その他（上記以外の要件）  

注1）当該技術の経験症例数について、実施者［術者］としての経験症例を求める場合には、「実施者［術者］とし  

て （）例以上・不要」の欄を記載すること。  

注2）医師の資格（学会専門医等）、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含む。例え  

ば、「経験年数○年以上の△科医師が□名以上」。なお、医師には歯科医師も含まれる。  
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別紙新規技術様式第11号   修正案  

先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの  

先進医療名及び適応症：   

Ⅰ．実施責任医師の要件   

診療科   要（  ）・不要   

資格   要（  ）・不要   

当該診療科の経験年数   要（ ）年以上・不要   

当該技術の経験年数   要（ ）年以上・不要   

当該技術の経験症例数注1）   実施者［術者］として （ ）例以上・不要  

［それに加え、助手又は術者として （ ）例以上†不要］   

その他（上記以外の要件）  

Ⅱ．医療機関の要件   

誉 ）≡≡二圭茶葉   

実施診療科の医師数 注2）   要・不要  

具体的内容：   

他診療科の医師数 注2）   要・不要  

具体的内容：   

その他医療従事者の配置  要（  ）・不要   

（薬剤師、臨床工学技士等）  

病床数   要（  床以上）・不要   

看護転奉   …二i瀬璃穣頃串不要   

当直体制   要（  ）・不要   

緊急手術の実施体制   要・不要   

院内検査（24時間実施体制）   要・不要   

他の医療機関との連携体制   要・不要   

（患者容態急変時等）   連携の具体的内容：   

医療機器の保守管理体制   要・不要   

倫理委員会による審査体制   要・不要  

審査開催の条件：   

医療安全管理委員会の設置   要・不要   

医療機関としての当該技術の実施症例数   要（  症例以上）・不要   

その他（上記以外の要件、例；遺伝カウン   

セルクさの実施体制が必要等）  

Ⅲ．その他の要件   

額回申笑顔報告   ≒≡チ藩両女i阜∴モこ∴疫痢車車疎享海舟醸勧1才藻衰   

その他（上記以外の要件）  

注1）当該技術の経験症例数について、実施者［術者］としての経験症例を求める場合には、「実施者［術者］とし  

て （ ）例以上・不要」の欄を記載すること。  

注2）医師の資格（学会専門医等）、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含む。例え  

ば、「経験年数○年以上の△科医師が□名以上」。なお、医師には歯科医師も含まれる。  
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